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ト
仁
義
詐
命
誌

琉
球
最
後
の
王
朝
ミ
ベ
ル
リ
提
督
詰

雑

錬

よ七 十旨
較数
字上の

itZ長
統ご
JI-t旨
的敏
計の
蚊目

自句

/¥ 
Y 

九

州

市

園

大

事

故

田

文

串

博

l

~t 
世

丈
担
・
博
上

書事

随
田おむm 

a {呆jltil~ )lil 
:k:1t 行

米

田

正

太

郎

田

島

錦

治

山

本

美

越

乃

た虎

良区

誠一

M
U
・
英
提
ヨ
川
市
叩
制
火
州
附
公
悩
山
・
誕
火
千
地
忠
後
山
品
川

υ
・
比
品
川
血
行
存
山
内
山
用
法
・
北
九
益
質
H
H
1
山
-
心
外

移
住
組
合
法
・
陥
山
組
織
物
取
締
法

3士
民

法
串
博

1

山
切
除
除
後
ム
n

I
4ヲ
~a

t-ar 
J
一

，-， 
1>弓川

戸

作

田

:~U ~(& 

JII 

議
帥

克

明

博

し
r

去
“
‘
Z

山

V
i

i
-
-

vム
1~~ 

1収

山
政
投
制
川
山
乍
ト
し

ぜ
戸
内

tLr
卜

話

I
t
k



勤

勉

奨

励

目

的

課

税

の

榊

正

雄ー

戸

締
官
{
本
論
白
目
的
)

ん

'
H誼
に
於
げ
る
勤
勉
挺
帥
日
的
山
蹴
梓

勤
勉
粧
品
剛
目
的
。
草
川
目
白
一
般
一
同
杭
結
に
於
げ
る
北
川
町
一
叫
)

共
ニ
勤
勉
捷
一
剛
一
目
的
抵
の
質
例
(
付
一
刷
目
的
又
は
品
川
作
川
と
し
て
跡
地
奨
励
目
的
を
達
成
す
る
宮
、
白
川
直
接
一
世
に
於
け
る
甲
山
系
出

ω品
目
品

川
短
所
川
町
交
泊
税
に
於
け
る
不
変
品
川
吾
川
川
知
所
…

Y
目
的
・
と
し
て
勘
勉
挫
帥
目
的
を
抽
出
成
せ
ん
と
す
る
も
の
川
柑
制
球
岡
山
抑
制
加
の
誕

間
半
小
島
柏
町
ν

ヤ
ウ
タ
ン
の
卸
判
官
世
削
枇
奈
川
ゲ
ア
ロ
ツ
フ
山
非
管
制
一
世
議
例
ゾ
シ
マ

1
フ
ツ
テ
内
崎
町
働
移
築

mwフ
ア
ウ
由
三
段
誠
一
割
押
さ

勘
勉
喋
帥
目
的
課
軸
私
案

第

段
1与

jfi 

n 
私
案
其
も
の
円
所
持
枯
白
市
古
川
枯
一
同
相
続
枕
半
に
於
け
る
特
別
考
慮
)

崩
事
事
に
劃
す
る
批
評
(
付
組
凶
政
策
I
J
州
民
則
…
山
日
間
同
一
日
制
抑
制
技
術
上
何
日
空
前
例
恒
研
一
官
舎
政
策
上
山
岡
一
昨
日
長
岡
山
山
一
般
公
盆
上
及

文
化
政
筑
ム
向
削
一
昨
川
長
川
川
公
式
出
枇
1
4
付
則
政
恥
入
』
」

結
論
(
会
文
白
川
置
旨
)

1t 共

章者

ご-

1=1 

視
殺
の
円
的
ご
し
て
は
、
財
政
枚
入
目
的
の
外
に
、
一
公
盆
円
的
が
存

L
得
る
Z
い
ふ
事
、
そ
し
て
其
が
車
に
副
目

第
ニ
十
四
巻

第
五
蹴

七

J、

占首

i桂

助
勉
挺
脇
目
的
課
勘

e圃‘・

. ..." 



論

議

λ 

勤
地
提
細
目
的
内
調
樋

第
二
十
四
魯

八

四

第
五
捜

的
ご
し
て
の
み
で
な
(
.
士
ヱ
円
的
己
'
し
て
も
存
し
得
る
ご
い
ふ
事
は
・
前
に
設
り
る
通
り
で
ゐ
る
が
、
其
の
R

公
盆

円
的
の
中
に
は
夏
ら
に
、
経
済
政
策
目
的
が
あ
っ
て
、
其
れ
は
叉
、

組
税
が
純
雄
胴
上
の
畿
M
止
を
妨
げ
な
い
や
う
に

い
ふ
や
う
な
消
極
的
な
る
要
求
を
越
へ
た
る
も
川
り
で
あ
b
、
積
極
的
に
経
済
上
の
畿
農
を
促
が
き
ん
ぜ
す
る
も
の

で
あ
る
。
共
は
成
貸
業
を
畿
日
胤
せ
し
め
ゃ
う
ご
か
、
或
地
域
の
関
税
を
促
が
子
フ
ぜ
か
い
ふ
こ
ご
も
あ
る
し
、
叉

一
般
に
人
々
の
勤
勉
努
力
を
健
一
日
し
‘
節
約
貯
蓄
を
進
め
ゃ
う
古
い
ふ
こ
ご
も
ゐ
っ
て
、
此
の
如
、
君
事
を
目
的
ご

ー
た
る
租
枕
は
成
立
l
符
る

ω
Tあ
る
o

そ

L
て
此

ω如
き
純
済
政
策
的

H
的
は
従
来
は
五
正
[
て
財
政
枚
入
を

目
的
ご
し
、
飽
カ
川
町
別
に
従
ふ
て
取
ら
れ
た
る
机
枇
が
序
手
に
遼
成

L
っ
、
あ
っ
た
所
で
あ
る
o

印
も
消
費
税
じ

於
り
る
脊
修
量
制
叫
が
節
約
奨
州
に
貢
献
し
、
夜
山
田
枚
に
於
げ
る
財
斑
貫
訟
が
勤
勉
援
助
に
貢
献
し
・
交
迅
枕
に
於

り
る
不
帥
骨
量
制
陣
も
市
化
勤
勉
奨
励

γ
貢
献
し
て
肘
品
。
け
れ
ど
も
此
等
縦
憐
政
策
上
的
目
的
、
特
に
積
極
的
に
闘

民

ω勤
勉
を
進
捗

L
刺
戟
す
る
ご
い
ふ
功
は
、
概
務
上

ω硲
肢
の
絡
に
は
最
重
大
な
る
引
で
ゐ
る
り
み
な
ら
守
、

精
一
川
文
化
の
向
上

ω斜
め
に
も
有
盆
な
る
事
で
ゐ
っ
て
、
是
非
ご
も
之
に
カ
を
用
ゐ
た
〈
、
特
に
今
日
の
如
〈
大

職
牧
疲
弊
し
沈
滞
し
た
る
情
勢

ω下
に
は
、

一
日
加
の
カ
を
周
ゐ
た
き
所
で
あ
b
、
租
税
政
策

t
L
て
も
、
田
平
に
副

目
的
ピ

L
t
副
作
用
的
に
達
成
す
る
に
甘
ん
性
中
、
別
に
又
、

之
を
主
目
的
ぜ
し
、
少

f
ピ
も
一
の
主
目
的

Z
L

た
る
税
枕
を
も
考
案
し
た
し
ご
す
る
o

然
る
に
此
問
題
に
つ
い
て
は
共
重
大
な
る
債
値
ゐ
る
に
も
拘
ら
争
、

従

来
、
あ
ま
り
多
(
取
扱
は
れ
て
居
ら
な
い
械
が
ゐ
る
o

で
、
私
は
義
仁
之
に
つ
い
て
の
注
蛍
ι
T
促
が
き
う
ピ
思
う

相、.

4 ・..



て
一
文
を
作
っ
て
見
る
。

第
一
段

今
日
迄
に
於
り
る
勤
勉
奨
帥

H
的
の
課
税

文-

勤
品
問
時
世
川
棚
円
的
叫
重
要

な
は
此
問
題
を
説
〈
の
前
に
常
う
て
・
先
以
一
し
勤
勉
奨
励
的
重
要
に
つ
い
て
読
hr
・
-

ト
一
般

l
l
に
い
ム
て
此
一
主
章
一
呉
な
る
事
は
い
ム
令
待
た
な
い
。

mT抑
制
済
政
策
上
の
目
的
宗
ぜ
い
ふ
中
で

も
、
勤
勉
抽
出
川
円
的
は
最
有
意
義
な
も
の
で
ゐ
る
o

夫

ω
特
定
志
服
装
山
一
進
捗
己
い
ム
如
き
に
至
つ
て
は
、
共
は
閥

々
、
他

ω
尿
業
的
犠
牲
に
於
1
行
は
る
、
ご
い
ふ
の
紋
鮎
を
仲
ふ
し
、
叉
其
生
産
上
の
利
盆
は
ゐ
っ
て
も
、
消
費

者
に
謝
す
る
損
害
を
伶
ふ
ご
い
ふ
こ
ど
も
ゐ
る
Q

消
提
節
約
目
的
ご
い
ふ
の
も
・
北
(
に
よ
り
て
資
本

ω増
加
、
生

産
材
料
川
り
充
質
ご
い
ふ
良
吉
結
川
市
は
生
4
す
る
が
、
産
業
的
刷
局
的
の
需
要
を
桁
少
す
る
ピ
い
ふ
唱
』
芭
も
あ
ー
旬
、
岡
氏

の
意
以
を
消
沈
せ
し
め
、
文
化

ω向
上
を
阻
止
す
る
正
い
ふ
こ
正
も
あ
る
。
或
皮
去
で
は
此
等
の
不
良
結
果
が
大

し
て
現
は
れ
す
し
て
併
U
げ
れ

xb・
度
を
過
す
己
き
に
は
、
此
不
良
川
阿
川
市
が
者
L
〈
現
は
れ
て
、
益
鱒
上
面
白

か
ら

Y
る
こ
正
、
も
な
る
。
然
る
に
此
勤
勉
炎
刷
に
至
つ

t
は
経
済
上
、
何
等
り
悪
影
響
な
き
の
み
で
な
〈
、

之

あ
る
に
よ
り
て
初
め
工
、
飽
く
綴
糖
界
の
盛
岡
肱
が
行
は
れ
得
品
。
人
々
が
勤
勉
す
る
の
結
果
は
、
茶
人
が
利
盆
を

受
(
る
の
み
で
な
〈
、
他
の
一
般
人
も
が
之
に
よ

h
て
盆
す
る
こ
ど
に
な
る
。
成
程
、
競
守
の
激
烈
に
な
る
古
い

論

、 唱

再応

J、
-
-:ri. 

勤
勉
挺
励
目
的
の
謀
甜

第
二
十
四
巻

第
五
凱

It 
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議

t詣

勤
勉
提
跡
目
的
。
鵠
甜

体
ニ

l
四
巻

入
一
六

第
五
挽

回。

ふ
ζ

ピ
は
あ

b
、
劣
者
正
し

τは
図
る
正
も
い
へ
る
が
、
共
に
し
て
も
厳
守
の
烈
し
(
行
は
る
、
結
果
は
、
供
給

さ
る
、
物
の
品
質
り
改
良
が
行
は
れ
、
耐
恨
も
安
〈
な
る
ニ
ピ
が
出
来
て
皆
な
人
が
之
に
よ
り
て
利
す
る
こ
E
に
な

る
。
其
閉
じ
於

τ劣
者
り
困
る
ご
い
ふ
如
き
は
全
般
上
重
き
含
置
〈
に
足
ら
す
、
彼
が
何
ご
し
て
も
立
行
か
ぬ
だ

り
で
は
枇
曾
的
救
憐
を
受
〈
る
外
な
く
、
又
此
の
如
〈
に
し
て
競
守
内
烈
し
〈
、
進
歩
的
盛
ん
な
彪
で
は
、
此
劣

敗
者
を
救
済
す
る
こ
ピ
が
優
に
出
来
得
る
所
で
も
あ
る
。
そ
し
て
経
協
胴
上
に
於
て
各
人
が
勤
勉
努
力
を
治
す
蕗
で

は
、
共
に
よ
h
J
τ

待
た
る
大
な
経
糖
カ
は
、
文
化

ω後
展
を
幼
成
す
る
こ
正
に
も
な
る
[
、
又
同
じ
無
風
は
文
化

向
上
に
貢
献
了
。
の
原
動
力
E
も
な
る
o

に
か
ら
し
て
勤
勉
を
奨
励
す
る
己
い
ふ
事
は
国
家
金
値
上
、
必
要
に
し

て
有
益
な
る
富
市
ご
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
机
税
じ
於
げ
る
其
重
要
|
|
新
〈
的
如
〈
一
般
に
重
要
な
O
ピ
せ

ιる
、
勤
勉
奨
胤
目
的
は
、
税
税
に
於
て
も

亦
重
要
で
め
る
。
其
が
阪
に
一
般
に
重
要
ご
き
る
、
以
上
は
、
租
枕
に
於
て
も
出
来
る
た
り
之
を
考
慮
す
る
の
が

骨
同
然
で
ゐ
品
。
特
に
視
税
目
的

hr以
て
、
回
早
に
財
政
牧
入
の
み
に
限
ら
、
す
ご
す
る
以
上
は
、
此
重
要
日
る
園
家
公

盆
上

ω目
的
合
も
和
枕
H
的
ピ
錯
し
、
其
副
目
的
ピ

L
て
の
み
で
な
〈
、

一
の
去
目
的
ご
し
て
も
認
め
て
可
で
め

る
。
此
勤
勉
奨
州
ご
い
ふ
こ
己

ω和
税
に
於

τ期
待
す
べ
き
こ
ご
に
つ
い
て
は
既
に
諸
多
の
人
の
注
意
し
た
所
で

あ
る
が
富
一
)
、
之
骨
粗
秘
に
於
て
質
現
す
る
の
可
能
な
る
事
も
亦
た
問
中
者
的
認
め
る
所
で
ゐ
る
(
註
ニ
)
O

註

日
、
此
帯
主
明
確
に
い
ふ
て
居
る
の
は
、
ゲ
ア
ロ
ツ
ア
て
、
伎
は
租
敵
は
、
貯
蓄
心
と
勤
勉
と
を
抑
墜
す
eへ
き
て
な

E
、
む
し
ろ
此
を
刺
戟

-、

， • ~. '* 



し
な
〈
て
は
な
ら
ぬ
と
い
ふ
て

M
る
。

引
円
山
〈
相
凶
上
白
磁
川
出
を
、
机
祉
に
於
て
計
る
べ
き
と
と
を
説
〈
も
山
は
似
る
事
ぃ
。
例
之
マ
ク
ナ
プ
日
、
和
枯
に
つ
き
二
胤
川
を
皐
げ
て
、
共

(

、

、

、

、

節
ニ
山
と
し
で
、
山
車
刊
る
な

ιぱ
、
租
税
は
岡
比
山
由
、
間

l

山
内
力
、
且
同
氏
山
寺
一
帆
山
口
問
々
の
抑
制

E
明
加
す
2
9
4

帥
似
た
る
け
向
に
従
立
た
し

的
ら
る
ベ
し
主
い
ト
も
山
を
立
て
ミ
叶
り
、
プ
ア
ウ
は
、
和
措
に
は
躍
に
一
山
一
日
向
が
あ
る
と
泊
仁
、
共
同
平
一
目
的
と
は
、
岡
山
車
需
型
山
充
足
(
川

政
上
山
口
日
的
〕
在
、
ん
昨
山
作
作
山
…
伊
と
、
世
A
W
的
段
違
と
を
山
高
る
だ
け
前
川
す
る
こ
止
だ
と
品

L
、
そ
し
て
共
的
観
滅
的
治
世
に
雌
ず
る
鵠
め
に

は
、
租
揖
副
会
虚
に
川
端
る
だ
け
小
な
る
胡
容
を
興
ふ
る
方
訟
と
、

r山世
V
W
W又一
H
M
A押
付
け
る
影
響
を
典
ふ
る
力
法
と
を
講
ず
る
ζ

と
に
あ

、
、
、
、
.
、
、
、

り
と
幼
し
、
メ
ロ
ン
は
、
恒
久
的
租
祉
制
度
は
、
北
、
雪
山
川
内
事
怖
を
考
雌
L
H
つ
同
議
会
組

ω
鏡
抜
に
於
け
る
終
局
内
品
川
本
山
者
雌
に
於
て
刊

b
る
べ
き
も
ゆ
だ
と
ま
o

品
、
テ
ア
工
レ
は
、

E
w
w
r
2
ω
影
響
如
何
が
根
本
的
問
題
て
あ

@

J
泊

L
、

:

山

i

は
、
描

進
一
叫
下
の
事
情
と
し
て
、
仲
介
恒
松
山
治
い
一
の
租
柑
此
依
立
勺
雌
が
、
以
前
よ
り
は
一
府
岨
〈
h
u

、b
tけ
れ
ば
な
ら
ぬ
と
綿
す
山

ゲ
ア
ロ
ツ
フ
は
、
担
祉
政
銑
が
、
凡
べ
て
心
人
の
勢
働
義
務
山
口
松
則
配
本
質
的
「
い
柿
完
す
る
可
能
を
叫
す
と
い
戸
て
回
る
。

(
駐
ニ
)

勤
勉
奨
刷
目
的
税

ω践
例

今
日
進
い
行
は
れ
又
は
考
察
さ
れ
た
る
勤
勉
奨
納
目
的

ω
税
を
血
中
ぐ
る
=
左
の
如
〈
で
あ
る
。

一
副
悶
的
又
は
副
作
用
記
し
て
勤
鋤
抽
出
川
目
的
を
逮
成
す
る
も
の

1
i

川
町
古
按
枕
に
於
付
る
財
産
重
説
|
|
従
来
、
庶
接
税
に
於

τ、
財
産
的
所
得
は
勤
券
所
得
よ
b
も
重
く
謀
せ
ら

れ
る
o
共
弘
同
一
額
で
も
前
者
は
後
者
よ
り
も
給
付
能
力
一
一
府
大
な
り
ま
認
め
ら
る
、
か
ら
で
あ
る
(
註
三

)
O

然
る

英

仁
此
が
勤
勉
奨
励
の
目
的
に
も
遁
ふ
ζ

Z
仁
な
る
ご
い
ふ
事
が
あ
る
o

(陸
-
Z
}

此
動
は
私
自
明
て
詳
説
し
た
所
て
あ
り
、
諸
多
の
愚
者
の
一
般
に
反
剥
せ
ぬ
所
た
が
、
ホ
プ
ソ
シ
位
、
併
し
、
之
に
反
劃
し
て
陪
る
。
国

第
五
観

~q 

停
二
十
山
砦

^ 
4ニ

諭

提

勤
勉
挺
細
目
的
の
諒
積
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論
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よ
り
其
は
提
側

と 勤

F 勉
U 奨

11 
佐A

仮》
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2語。.) 

第
二
十
四
魯

λ 

λ 

第
五
醜

四

い
い
其
長
所

1
1此
本
来
は
能
力
原
則
に
よ
り
て
行
は
れ
た
る
財
庫
賞
謀
が
勤
剣
奨
励
に
遁
ふ
こ
正
に
な
る
ど

い
ふ
の
は
何
故
か
と
い
ふ
の
に
、
同
一
命
額
で
も
則
産
所
得
を
重
〈
課
税
し
、
拘
券
所
得
を
軽
〈
課
す
る
ど
き
に
、

単
純
な
る
勤
労
者
ー
も
成
度
ま
で
は
之
を
意
識
L
て
其
負
循

ω割
合
に
聴
い
の
に
刺
戟
5
れ
て
一
層
多
イ
勤
努
l
τ

所
得
を
搭
げ
ゃ
う
ご
い
ふ
事
に
決
意
し
得
る

L
、
財
産
者
ご
し
て
は
、
其
財
産
所
得
の
税
の
重
き
に
刺
戟
さ
れ

J亡
、

一
方
に
は
負
捻
の
粧
当
勤
妙
に
も
従
事

L
て
其
川
崎
合
せ
を
得
ゃ
う
と
い
ふ
こ
古
に
も
な
b
、
他
方
に
は
同
一

額
の
財
産
げ
ら
し
て
一
層
多
(
の
所
得
γ
長
げ
や
う
ど
し
て
、
郎
も
財
産
利
則
の
工
夫
仁
一
層
カ
を
用
ゐ
る
こ
言

、
も
な
っ
て
其
貼
か
ら
し

τも
国
民
の
勤
勉
を
奨
励
す
る
咽
』
ぜ
仁
な
る
o

hw其
知
所
|
|
で
夫
の
財
産
重
課
古
い
ふ
こ
正
は
、
国
民
が
良
〈
之
を
理
解
L
、
廿
〈
利
用
し
て
央
れ
る
な

ら
ば
、
右
仁
い
ふ
や
う
な
勤
鋤
奨
励
ぜ
い
ふ
会
鱒
上
有
利
な
結
果
を
も
伴
ふ
の
で
あ
る
。
け
れ
Y
」
も
同
一
の
制
度

が
之
を
受
付
入
れ
る
所
的
国
民

ω心
掛
又
は
考
方
如
何
l

v
t
ま

J

て
不
利
な
る
思
し
き
影
響
ば
か

h
生
千

る
ご
い
ム
こ

Z
に
も
な
り
得
品
。
印
も
夫
の
財
府
軍
融
か
ら
し
て
、
人
が
財
産
を
有
っ
こ
E
を
馬
庇
ら

L
芭
考

ヘ
、
貯
蓄
を
控
へ
、

浪
費
ケ
盛
ん
に
す
る
-
』

ιに
な
る
か
も
知
れ
な
い
。

拘
勢
者
は
其
負
踏
の
聴
い
の
に
慣
れ

fL
、
怠
慢
に
流
れ
、

ね
却
を
事
ピ
す
阜
ニ
正
、
な
る
か
も
剣
山
い
な
い
。
轡
業
者
山
り
如
き
は
共
所
得
が

一
部
財
産
に

負
ム
も
の
と
し

τ負
採
が
勤
勢
者
よ
h
も
重
〈
な
る
ご
き
に
、

其
折
角
内
努
力

ω
結
川
市
が
十
分
に
報
ゐ
ら
れ
十
ζ

Gerloff， a. a. O. S・45・

柵著、租語研究三容 76以下。 Hobson，Taxation in the new state 
p. 94-8 

tlll着、租担研究二番 39"""41
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し
て
・
其
労
カ

ω
馬
鹿
ら
し
き
こ
ご
を
戚
じ
て
其
努
力
が
鈍
ぷ
る
さ
い
ム
ニ
正
に
な
る
が
も
知
的
日
な
い
。
凡
ぺ
て

此
等
は
必
宇
生
十
る
ご
も
レ
へ
な
い
が
、
必
ず
超
ら
ぬ
ご
も
い
へ
な
い
。
だ
か
ら
し

τ夫
の
財
産
重
課
制
度
の
み

に
依
頼
し
て
居
っ
て
は
良
一
き
望
ま
し
き
結
川
市
は
得
ら
れ
ぬ
。
別
に
竪
質
な
る
図
民
的
精
一
脚
が
一
一
般
に
行
渡
ら
な
〈

て
は
な
ら
ぬ
正
い
ふ
事
を
閑
却
し
て
は
な
ら
な
い
。

山
山
交
通
税
に
於
け
る
不
労
重
課
l
|交
通
税
に
て
は
普
通
的
共
は
大
館
経
謀
せ
ら
れ
、
不
勢
刺
得
訣
税
の
意
義

を
布
っ
た
相
紙
枕
や
財
康
増
傾
枕
止
や
土
地
増
問
問
税
な
ど
の
如
き
も
の
が
重
〈
探
せ
ら
れ
る
G

此
は
矢
張

h
本
来

は
、
能
力
原
則
に
従
ふ
た
も
の
で
、
不
労
所
得
又
は
不
勢
利
得
は
、
努
力
所
得
よ
・
り
も
能
力
一
府
大
也
ご
認
め
た

結
果
で
ゐ
る
。
併
1
此
が
勤
勉
抽
出
川
仰
の
目
的
に
も
泊
う
ご
い
ふ
こ
ご
が
出
来
る
。

ん
い
北
(
長
所
|
|
此
課
税

ω
結
川
市
正
し
て
、
努
力
に
よ

h
て
所
得
す
る
者
が
一
屠
有
利
ピ
な
る
の
で
、
人
々
が

勤
勉
努
力
セ
一
層
励
り
ニ
ご
じ
な
h
得
る
。
人
が
不
勢
じ
よ
り
て
利
得
す
る
・
』
ピ
を
嘗
て
に
し
な

ν
で
、
努
力
仁

よ
り
て
一
府
多
〈
を
得
ゃ
う
ご
い
ふ
'
て
乙
に
も
な
り
得
る
o

即
ち
人
々
が
此
唱
を
義
解
す
れ
ば
此
良
き
結
川
市
を
生

七
ず
る
事
を
得
る
(
佐
川
)
O

叉
特
に
相
納
税

ω如
き
に
於
1
被
相
縦
人
が
此
税
的
重
き
が
斜
め
に
、
相
続
す
日
、
き
財
産

を
多
〈
獲
す
・
』

Z
e
e
馬
胤
々
々
し
〈
戚

ιて
共
努
力
ヤ
鈍
ら
す
ピ
い
ム
-
}
ご
な
き
ゃ
ピ
も
忠
は
る
、
け
れ
H

と
も
、

其
枕
ド
獲
さ
れ
た
る
財
産
り
全
部
を
取
ら
す
し

τ
一
定
川
部
分
を
取
る
に
止
ま
る
以
上
は
、
被
相
秘
人
は
共
相
縦

者
を
思
ム

ω情
が
ら
し
て
、
枕

ω
炉
、
る
に
け
多
く
を
残

2
5
ご
し

τ、
税

ω艦
U
E
き
よ
b
も
、
茸
(
重
い

Z
E

論

議

勤
勉
挺
紬

H
的
の
謀
祉

第
二
十
四
番

ノL

A 

第
五
都

四
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論

議

勤
勉
奨
励
目
的
山
謀
説

第
二
十
円
巷

ノL

C 

μ川
市

E
蹴

jJ~1 

凹

一
回
府
多
(
努
力
す
る
ご
い
ム
こ
ご
が
ゐ

h
得
る
(
註
豆
)
。
或
は
此
枕

ω如
何
に
拘
ら
す
、
骨
削
岩
吉
し
て
死
す
る

こ
己
的
誇
り
か
ら
、
又
助
を
山
田
り
こ
正
に
於
げ
る
鶏
み
か
ら
・
'
努
力
を
続
け
る
ご
い
ム
も
ゐ
る
(
註

5
0

(
陸
四
)

九
タ
シ
プ
は
、
努
h
H
所
仰
と
一
小
捗
所
持
と

E
差
別
す
る
ζ

と
が
、
働
〈
人
よ
り
も
不
勢
怠
慢
生
前
者
を
草

t
凱
す
る
ζ

と
に
於
け
る
良
和

泉
を
布
ワ
と
い
ふ
て
肘
る
。
向
ラ
マ
イ
ヤ
は
相
続
枕
に
附

L
、
川
相
判
雌
白
存
在
え
は
出
抑
制
帆
に
よ
る
財
産
自
位
刊
又
は
拡
符
白
期
待
が
、
相
説
人

7
 

の
方
に
て
自
助
具
動
勉
の
刷
載
を
減
φ
す
る
削
出
走
布
ウ
正
い
p

針。

(
位
五
)
ア
ア
ウ
は
、
一
品
H
I
が
此
祉
に
よ
り
て
共
勤
勉
H
A
的
制
心
配
弱
や
む
る
λ

よ
引
は
、
む
し
ろ
反
割
に
い
共
柑
故
人
に
粗
拙
掛
求
甑
を
引
去
UJ

た
る
後
に
向
+
分
な
る
川
用
忠
嗣
ZF
叫
叫
す
川
崎
め
に
、
共
騎
川
町
を
弛
め
な
い
と
と
与
な
り
作
る
と
い
ふ
て
肘
る
【

M

(
註
穴
)
ビ
グ
ー
は
、
資
本
を
集
杭
す
る
ζ

と
の
刷
執
は
、
戒
皮
ま
て
、
寓
者
と
し

τ托
す
る
こ
と
に
よ
り
併
せ
ら
る

λ
前
り
り
坤
望
に
存
す
る

Q

〉

此
刺
戟
は
相
秘
殺
に
よ
り
で
は
叫
げ
ら
れ
な
い
と
い
ふ
て
尉
る
@
一
四
あ
る
見
方
で
あ
る
叫

)
 

川
一
共
短
所
|
|
此
心
如
〈
に
し
て
不
勢
重
献
は
大
館
、
勤
勉
挽
胤
ゆ
結
川
市
eT
市
川
ら
す
り
れ
ど
も
、
併
し
必
ず

し
も
此
が
良
き
結
川
市

ωみ
を
生
物
』
泊
。
努
力
所
得
者
が
共
負
鋭
的
判
き
に
慣
れ

τ、
努
力
を
鈍
り
、
浪
費
仁
耽
る

こ
正
、
な
る
か
も
知
れ
ぬ
し
、
そ
れ
か
ら
相
縦
枕
り
如
き
に
て
は
、
被
相
秘
人
に
於
て
其
枕
の
重
〈
か
、
る
縛
め

に
、
相
秘
財
産
を
残
す
守
」
正
を
馬
肱
々
々
し
ご
戚
じ
て
、
其
努
力
士
鈍
ら
し
、
浪
費
に
流
れ
る
ご
ヤ
ム
こ
Z
仁
な

る
か
も
知
れ
泊
し
(
註
ヒ
)
、
相
誠
人
に
於
て
は
特
じ
其
小
な
相
秘
財
産
に
闘
す
る
場
合
め
如
き
、
重
き
謀
枕

ω刷局め

に
生
活
上
非
常
に
困
窮
す
る
ニ
正
、
も
な
ち
得
る
。
尤
も
此
絡
の
貼
は
財
産
山
大
吉
に
依
る
累
進
卒

ω通
用
に
よ

h
J
τ

避
け
得
る
し
、
被
相
続
人
が
相
続
財
産
を
措
置
す
ニ

F
f馬
鹿
々
々
し
ぜ
す
る
こ
ピ
に
存
す
る
弊
害
に
劃

Lτ

180. Ramaiya， A nr 
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は
前
項
に
泉
げ
た
鮎
も
ゐ
る
か
ら
し
て
、
あ
ま
h
仁
大
な
弊
害
h
f
生
宇
る
に
は
至
る
ま
い
o

「
錠
士
)

ラ
マ
イ
ャ
は
、
家
政
感
情
は
人
的
一
工
恥
及
起
拍
車
に
到
す
る
品
拙
き
刺
戟
て
あ
る
。
若
し
吾
人
白
川
症
が
共
托
催
、
岡
家
に
移
る
て
あ
ら
う

と
い
ふ
こ
と
#
規
定
さ
る
与
と
き
に
は
、
其
柑
川
端
は
、
討
を
泣
叫
す
る
こ
と
に
於
け
る
人
間
山
行
劫
に
針
す
る
刺
戟
を
傷
け
る
こ
と
込
な
る
て
あ

。

ち
-
っ
・
と
い
ふ
て
府
る
。

、.J二
主
目
的

E
L
τ
勤
勉
奨
励
目
的
を
達
成
せ
ん
古
す
る
も
の

A
獅
傾
東
亜
拘
利
加
殖
民
地
に
於
け
る
家
反
及
小
山
水
枕
|
|
此
は
現
に
行
は
れ
た
も
の
で
あ
b
、
其
立
法
雄
意

(
 

は
・
貨
に
之
に
よ
り
て
土
民
を
L
て
此
枕
を
机
h
A
A
A

の
に
勤
勉
労
力
せ
ゴ
る
舎
得
ゴ
ら
し
め
ゃ
う
Z

V
ふ
仁
ゐ
つ

て
、
印
も
級
協
加
政
策
又
は
数
育
政
策
上
の
目
的
が
首
一
き
を
成

L
、
財
政
牧
入
土
的
日
的
は
い
ふ
に
足
ら
ぬ
も
の
で

あ
っ
た
引
此
凶
如
き
は
木
閥
幼
稚
な
る
刑
曾
.
殖
民
地

ω一や
F2
な
世
間
で
は
篠
山
ι
に
行
放
で
あ
h
、
人
民

ω欲
的
対
が

間
半
純
で
、
自
然
の
材
料
が
豊
宮
な
蕗
で
は
、
人

7
r
L
℃
努
力
せ
し
む
る
こ
ご
は
容
易
で
は
な
〈
、

之
を
努
力
に

刺
戟
す
る
の
に
は
、
強
制
労
働
制
を
設
(
る
か
‘
左
も
な
〈
ば
謀
枕
を
翁
す

ω外
な
い
ο
畑
抑
制
岨

ω殖
民
地
に

E
此

税
を
選
ん
に
の
も
無
理
か
ら
ぬ
(
剖
λ
)
O

併
し
之
を
文
明
凶
に
行
ふ
た
所
で
、
有
の
野
滋
闘
で
見
る
や
う
な
放
川
棋
は

車
中
ら
ぬ
o

以
て
我
邦

ω制
度
正
し
て
は
容
考
古
す
る
に
足
ら
な
い
o

(
註
八
)
ペ
ラ
フ
ザ
一
ル
ザ
ア
マ
ハ
は
、
刊
に
投
誌
の
担
位
白
紙
V

閥
民
で
は
、
利
柑
に
依
り
て
泊
動
(
勤
勉
)
止
節
約
と
の
刺
帥
引
を
見
る
と
焔

L
、
回
ツ
ア

も
、
熱
帯
地
同
地
の
土
人
山
欲
望
が
指
加
L
て
自
ら
結
ん
て
捗
働
者
と
な
ら
う
と
す
る
ま
で
待
い
り
で
居
た
い
猟
民
政
策
指
は
、
蝿
制
捗
曲
制
を
広

め
る
か
、
従
描
篠
山
車
山
少
き
士
人
に
税
柚
負
抱
を
謀
す
る
か
を
地
む
こ
と
L

な
る
と
い
ふ
て
居
る
。

勤
勉
奨
励
目
的
自
魂
税

第
二
十
四
在

協
h
披

限目
玉

議

" 
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誰

諭

勤
勉
提
剛
目
的
内
鵠
松

第
二
十
刑
巷

λ 

隼
五
披

島司
，、

印
U
V

ヤ
タ
タ

y
的
所
得
追
加
枕
集

1
l仰
人
V

ヤ
ク
タ
ン
が
仰
闘
議
曾
に
於
り
ω
獅
身
者

ω追
加
枕
ご
関
聯
し

て
薦
め
た
る
案
に
依
る
言
、
十
人
政
か
ら
五
十
五
歳
ま
町
、
の
男
子
」

L
て
、
問
柏
市
的
峨
世
棋
を
有
た
r
c
る
6
り
に
.

百
分
的
十
に
げ
の
税
を
追
徴
し
ゃ
う
ご
い
ふ
的
一
で
あ
る
山
此
渠
は
所
得
税
を
も
っ
文
明
諸
闘
に
行
ム
ピ
し
て
は
質

行
可
飽
で
ゐ

h
、
叉
或
皮
ま
で
人
々
ef
じ
て
疋
業
を
有
っ
て
勤
勉
せ
し
な
る
こ
ご
に
も
貢
献

q
z
o
唯
だ
十
人
蔵

官
五
十
五
歳
ご
い
ふ
年
齢
の
定
酌
方
に
獅
防
の
維
が
ゐ
力
、
何
故
に
男
子
に
限
る
か
い
も
問
胞
は
残
h
ノ
、
其
J
U
暫

ら
〈
許
す
正
し
て
も
、
経
常
的
職
業
ピ
然
ら
グ
る
も
の
ご
の
阪
別
が
附
離
で
め
る
ご
い
ふ
や
う
な
非
難
を
も
見
れ

‘l

会、。

y
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代
グ
ア
ロ
ツ
フ
の
非
傍
利
枕
案
l

|
此
は
グ
ア
ロ

7

7
が
、
共
最
高
利
用
胤
則
ご
い
ふ
も
の
か
ら
{
駐
在
出
後
し

1
、
此
原
則
に
従

τ租
税
に
依
る
勢
働
の
強
制
を
初
め
、
共
縛
め
に
こ
の
非
鋒
利
税
を
作
る
べ
し
さ
す
る
も
の
で

あ
る
o

そ
し
て
其
一
は
、
待
働
な
き
生
存
セ
許
す
ほ

r大
な
財
底
を
有
つ
非
傍
利
者
た
る
富
め
る
志
川
恒
者
的
捕
捉

で
ゐ
b
.
共
ニ
は
、

具
般
的
内
場
以
日
に
於
℃
相
嘗
な
る
替
利
が
可
能
な
'
り
や
を
問
は
宇
凡
ぺ
て
の
非
品
目
利
者
又
は

外
見
上
の
替
利
者

ω捕
捉
で

b
る

U

此
集
に
つ
い
て
の
彼
の
説
明
は
至
っ
て
不
十
分
で
ゐ
h
J
、
共
方
法
如
何
に
つ

言
不
明
の
貼
が
多
い
の
で
・

可
否
ぜ
い
ム
こ
ど
も
難
い
の
に
が
、

特
に
第
二
の
非
借
利
税
に
至
て
は
飽
カ
の
乏
し

き
又
は
殆
ん
ど
之
な
き
者
に
課
税
す
る
-
」
ピ
ど
も
な
h
得
べ
き
で
ゐ
っ
て
、

租
税
ピ

L
て
不
都
合
不
保
理
な
る
の

み
な
ら
守
、
賀
行
不
可
能
正

ν
ふ
の
紋
紡
も
あ
る
。
俳
L
第
一
の
非
笹
利
枕

ω方
以
作
、
り
方
的
如
何
に
よ
L

り
て
は

SChmidt， a. a. O. S. 88 
Ger・off，a. a. Q. S. 45 
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賞
行
も
容
易
で
ゐ
h
，
、
多
少
は
勤
勉
奨
帥

ω
目
的
を
迭
し
、
而
か
も
抱
カ
原
則
か
ら
し
て
の
説
明
も
つ
〈
O

尤
も

帥
労
働
な
き
生
存
ピ
レ
ム
こ
ピ
の
意
義
範
囲
が
多
少
限
界
縦
で
あ
る
ご
い
ふ
の
非
難
は
此
に
て
も
矢
張

h
弛
れ
な

し‘。
{
註
九
)

ゲ
ア
ロ
ツ
ア
の
い
ふ
所
の
最
高
利
川
原
則
と
い
ふ
山
は
、
謀
枕
が
最
高
山
金
剛
田
川
川
を
建
す
べ
き
闘
民
総
椀
の
最
前
目
的
を
妨
げ
な
u

・0

5
 

み
で
な

t
、
山
車
る
だ
け
之
を
嵐
誌
に
も
地
め
な
〈
て
は
な
ら
旧
&
と
い
ふ
と
と
ど
あ
る
叫

D
ゾ

Y
7
1
ラ
ツ
ア
の
勢
働
枚
出
品

1
1此
は
、
人
々
の
拙
労
働
を
刺
戟

L
岡
宮
を
増
殖
す
る
の
目
的
に
て
.
男
女

の
阿
別
な
〈
十
七
歳
乃
歪
六
十
歳

ω者
(
但
し
十
七
歳
以
下
の
小
児

ω
母
、
懐
附
刑
者
、
不
具
者
・
其
他
の
営
利
不

能
者
を
除
〈
)
に
之
を
凱
芭
う
ど
い
ふ
の
で
あ
る
。
英
万
件
前
は
、
先
づ
従
来
の
入
附
間
労
働
制
を
維
持
し
て
、
各

人
は
自
己
H
A
家
族
の
生
計
を
維
持
す
る
鋳
め
に
』
是
非
ご
も
八
時
聞
に
け
は
毎
日
働
か
な
く

τは
な
ら
ぬ
。

正
L 

て
各
の
企
業
者
に
も
其
の
有
つ
所

ω生
産
方
仰
の
利
用

ω矯
め
に
八
附
聞
が
許
さ
る
、
。
併
し
岡
家
は
岡
山
部
の
矧

政
R
A
闘
民
経
憐
の
斜
め
に
、
人
々
に
A
1

一
時
間
多
f
働
か
古
う
ピ
レ
ム
の
で
、
各
の
労
働
者
は
第
九
時
間
を
悶
家

の
潟
め
に
働
主
、
各

ω企
業
者
は
其
第
九
時
間
に
つ
き
其
腕
鈴
を
材
料
ピ
共
に
岡
家
の
蕗
理
に
供
す
る
義
務
が
ゐ

る
o

郎
ち
此
第
九
時
間
分
的
牧
盆
は
労
働
者
に
負
ム
分
も
企
業
者
に
負
L
分
も
翠
げ
て
悶
家
に
供
す
る
。
却
も
企

業
牧
盆

ω九
分
一
一
か
取
ら
る
、
ニ
E
に
な
る
。
別
に
世
の
中
に
は
資
本
初
チ
に
よ
、
り
て
衣
食
す
る
不
崎
町
人
が
あ
る

が
、
此
に
も
普
通
税

ω外
に
、
業
財
産
所
岨
刊
の
九
分
一
を
課
し
て
、
彼
等
を
し
て
某
所
得
の
之
仁
依
る
減
少
を
締

勘
勉
興
醐
目
的
白
謀
説

叢

第
二
十
四
巻

第
五
腕

諭

八

= 

四
七

Gerloff， a.九 O.S. 42・
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議

論

勤
勉
奨
閥
目
的
白
調
積

第
二
十
四
巷

A 

四

第
五
根

四
J、

ふ
骨
岬
め
に
或
何
等
か
の
職
業
仁
就
か
古
る
を
得
ざ
ら
し
め

τ、
認
仁
も
勤
勉
を
糊
め
怠
慢
を
戒
h

げる
o

前
の
企
業

者
時
労
働
者
を
し
て
一
時
間
多
〈
働
か
し
む
る

ω
Z相
並
ん
で
同
じ
目
的
伝
達
す
る
。
此
九
分
一
に
蛍
る
も
の
は

又
、
労
働
に
よ
り

τ給
付
す
る
を
原
則
ピ
錫
l
、
共
出
来
3
る
場
合
初
め

τ代
償
ピ

Lτ
金
に
て
捌
ム
。
そ
し

τ

共
正
き
は
九
分
一
以
上
を
給
付
せ
し
め
る
o

替
利
不
能
者
(
十
七
歳
以
下
的
小
供
を
も
っ
母
、
懐
加
者
、
不
具
者

等
)
が
此
労
働
な
き
所
得
を
も
ウ
ピ
き
は
、
茸
(
最
小
生
活
資
料
を
超
過
す
る
傾
の
み
に
つ
い
て
此
労
働
枕
を
捌

ひ
、
且
つ
人
的
に
労
働
す
る
義
務
は
負
は
な
い
。

ぞ
れ
か
ら
一
般
に
抽
労
働
な
き
所
得
は
、
共
が
最
小
生
活
資
料
を

超
過
す
る
己
主
は
、
年
齢
の
恒
別
な
〈
、
収
盆

ω
九
分
一
を
謀

L
、
尤
も
十
七
歳
未
満
及
六
十
歳
以
上
の
も
的
に

τは
人
的
労
倒
的
義
務
は
な
い
臼
以
上
は
此
案
の
大
要
に
が
、
此
に
於
り
る
強
制
労
働
又
は
努
倒
義
務
ご
ハ
γ

ム
こ

正
い
か
文
明
岡
に
於

τ、
人

ω白
白
に
重
き
を
位
〈
闘
に
於
て
疑
問
己
な
る
の
み
な
ら
中
、
人
時
間
持
働
ご

ν
ふ
永

い
聞
の
努
力
の
紡
川
市
ご
し
て
得
ら
れ
た
も
の
を
地
楽
す
る
こ
ピ
仁
も
、
文
明
岡
正

L
て
は
法
城
正
す
る
も
の
が
存

す
る
富
一
O
)
O

共
は
此
大
戦
後
の
困
窮
し
た
る
凶
民
事
情

ω下
仁
、
全
髄
上
犠
牲
Z
す
る
外
な
し
ご
し
て
も
、
新

市
町
如
(
に
し
て
人
々
が
一
時
間

rけ
づ
、
多
(
働
か
ん
ご
す
る
こ
己
に
よ
り
て
、
失
業
を
多
か
ら
し
め
、
働
〈
に

蕗
な
き
」
正
、
な
ら
や
'
や
古
い
ふ

ω疑
も
柏
崎
る
(
弘
二
)
O

け
れ
H

と
も
之
に
よ
ち
て
自
ら
勢
貨
が
安
(
な
ら

F
る
を

得
す
し
て
英
国

ω産
物
に
於
げ
る
生
産
裂
が
安
く
な
り
、
販
路
蹟
張
が
生
じ
、
随
ム
て
失
業
な
げ
と
い
ふ
憂
は
却
つ

て
滅
失
す
る
ご
い
ふ
こ
ご
も
b
b
得
る
。
又
従
来
山
崎
7
働
が
比
較
的
数
で
あ
っ
た
場
合
仁
、

一
時
間
位

ω拙
労
働
延

Sommerlatte， Die Sozialisierung und Vetstaatlichung der Hetriebe durch 
Arbeitsabg戸be.S. 5-8. J 7-8 
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長
は
格
別
堪
へ
ら
れ
ぬ
ほ
ど
で
な
い

Z
し
て
も
、
従
来
の
が
僚
に
渇
券
扶
腹
で
あ
っ
た
ご
い
ふ
場
合
に
は
、
国
家

の
強
制
に
て
今
一
時
間
働
炉
し
む
る
古
い
ふ
の
が
頗
る
非
人
道
的
な
る
も
の
ピ
ご
も
い
は
れ
得
る
。
叉
此
特
別
税

の
銭
的
に
所
得

ω減
少
す
る
の
を
締
は
ん
E
し
て
職
業
に
就
〈
者
の
中
に
は
、
笹
利
能
力
の
快
け
た
る
も
の
ゐ
る

が
銭
的
仁
、
帥
営
利
能
力
は
ゐ
っ
て
も
共
小
レ
ニ
ピ
の
縛
め
に
、
或
は
所
得
の
大
古
が
最
小
生
活
資
料
を
超
過
し

τ

は
居
る
が
、
其
限
界
に
近
い
所
の
小
額
で
あ
る
が
錦
め
仁
、
此
税
を
課
す
る
の
が
気
の
毒
ご
い
ふ
こ
言
が
ゐ
る
。

そ
し
て
大
な
利
殖
所
得
者
で
は
、
此
九
分
一
税
位
で
は
友
迄
労
働
の
刺
戟
ご
は
な
ら
凶
正

ν
ふ
ニ
ピ
が
ゐ
る
。
其

他
努
働
時
間
増
加
古
い
ふ
こ
正
に
は
其
拙
労
働
場
の
脆
倍
統
制

ω困
難
が
大
い
の
を
見
れ
な
い
。
大
工
場
な
れ
ば
ま

r良
い
が
、
小
な
工
場
ゃ
、
工
場
外
の
仕
事
な
ど
に
は
此
は
頗
る
六
っ
か
し
い

E
い
ふ
非
難
を
避
〈
る
を
得
両
。

此
栄
宏
竺
扶
助
は
、
恰
か
も
、
折
角
整
官
民
主
的
大
衆
が
永
い
時
白
間
的
字
国
岡
山
後
に
、
漸
{
に
し
て
共
瑚
想
由
一
部
た
る
川
時
間

捗
働
を
逗
附
し
た
と
き
に
、
之

ιよ
り
て
過
峠
間
借
働
。
弾
事
が
置
か
る
ミ
ζ

と
に
あ
り
と
、
山
リ
ン
マ

l
ヲ
ツ
テ
が
白
川
を
裂
し
て
居
る
。

佃

此
案
内
第
二
の
非
難
は
央
業
。
危
険
に
あ
リ
と
、
著
者
が
自
問
自
答
を
や
っ
て
肘
る
。

(陸

-
O
)

(
註
-
-
)

E
プ
ア
?
の
三
段
課
税
案

i
|プ
ア
タ
は
、
其
所
得
及
財
産
税
髄
系
に
於

τ、
三
段
課
税
を
主
践
し
、

得
税
(
主
ご
し
て
勢
働
牧
盆
セ
捕
捉
す
る
所

ω)を
最
低
〈
.
牧
盆
財
産
税
を
次
の
高
さ
に

τ.
そ
し
て
享
楽
財
産

税
を
最
高
〈
課
3
う
ご
い
ム
の
で
あ
る
印
此
は
節
約
奨
励
ご
共
に
勤
勉
奨
刷
を
も
達
成
し
ゃ
う
ざ
い
ふ
の
で
あ

般
所

る
u

其
勤
勉
抽
出
帥
仰
に
閲
す
る
だ
り
で
は
、
其
は
前
に
由
帯
げ
た
る
財
産
重
課
吉
岡
で
あ
る
。
誌
に
重
ね
て
批
判
す
る

第一

ha

第
二
十
四
巻

F、
五

四

ゴL

i満

端

劃
勉
契
冊
目
的
自
課
輯

Sommer1atte， a. a. O. S. 12 
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論

五
O 

諜

勤
勉
提
曲
目
的
の
謀
積

第
二
十
四
番

λ
二
六

第
五
糠

ζ

〆
』
を
省
〈
。

第

段

勤
勉
英
助
目
的
課
税
私
案

其

私

案

其

も

の

以
上

ω一
記
辿
に
よ
ム
リ

τ勤
勉
挺
刷
課
税

ω今
日
迄
的
理
論
及
W
H
例

ω大
館
以
明
日
に
せ
ら
れ
た
。

A
1
私
は
必

に
、
判
私
自
ら
の
此
目
的
を
追
ム
所
の
課
税
業
主
不
さ
う
ご
思
ふ
。

↑
所
得
枚
の
追
加
校
|
|
所
得
税
義
務
あ
る
(
随
っ
て
見
枚
制
以
上
の
所
得
額
を
布
つ
所
山
り
て
十
八
歳
乃
至
」
ハ
十

歳

ω、
不
Hλ
臨
脳
波
者
た
ら

g
る
男
子
に
し
て
、
勤
務
を
件
ム
経
創
的
職
業
を
有
た
J
る
も
め
に
、
本
枕
の
一
割
を

追
加
謀
殺
す
る
こ
正
、

に
相
納
税
率
に
於
り
る
特
別
考
慮
|
|
相
紋
税
に
於
1
五
高
閣
以
上
(
例
之
)
の
財
産
の
相
続
に
は
、
共
以
下
の
倒

産
に
比

L
特
段
に
重
主
税
率
を
課
す
る
が
如
く
按
配
す
る
こ
ピ
、

右

ω一
一
の
方
法
が
最
も
行
ひ
易
い
ヘ
多
少
勤
勉
柴
帥
目
的
士
達
す
る
に
貢
献
す
べ
き
課
枕
方
訟
で
あ
る
o

そ
L
て

経
常
的

ω勤
勢
的
職
業
ご
は
髄
師
蹄
護
士
教
師
官
公
民
政
使
用
人
労
働
岩
農
商
工
雑
業
者
曾
枇
の
専
務
及
協
務
取

締
役
業
務
執
行
副
員
な
ど
で
、
間
半
な
る
土
地
家
屋
詑
努
所
有
者
預
金
者
貸
金
者
貸
物
者
曾
耐
卒
取
締
役
出
資
者
等

は
之
か
ら
し
て
除
か
る
べ
き
で
あ
る
。
第
一
の
税
に
於
て
女
子
を
除
V

た
の
は
、
我
闘
に
於
け
る
今
日
の
女
子
の

.、.

，"・.



地
位
か
ら
見
t
之
仁
勤
労
的
職
業
を
強
刷
る
を
穏
蛍
な
ら
中
ご
認
め
た
潟
め
で
あ
hJ
、
第
一
一
的
税
に
於

τ五
宮
内
国

の
相
縦
財
産
を
指
定
し
た

ωは
、
此
以
上
山
り
大
さ
の
相
秘
財
産
を
受
く
る
者
は
、
其
に
よ
h

自
己
ぷ
其
普
泌
大
の

家
族
が
勤
労
に
従
は
す
し
て
中
等
の
生
活
を
倍
む
こ
ご
ド
出
来
、
随
ム
て
此
に
怠
慢
者
生
活
に
陥
る
の
可
能
性
ゐ

b
ご
認
め
た

ωに
因
る
。

仁、
E
K
E
-
f
 

斯
案
に
劃
す
る
批
評

私
は
試
み
に
右
の
業
を
明
証
明
す
る
。
向
は
未
熱
で
あ
っ
て
加
i
ω
品
川
地
ゐ
'bJ

正
は
認
め
る
c

が
酬
明
ら
く
之
を
土

蚤
ご
し
て
自
問
自
答
的
に
其
長
銀
を
批
判

L
て
見
る
o

一
経
済
政
策
上

は
い
長
所

l
l
h
v
ふ
ま
で
も
な
く
此
奈
は
経
済
政
策
上
の
希
望
か
ら
出
た
の
で
ゐ
九
或
皮
ま
で
此
目
的
に
池

ぅ
。
一
健
・
野
盤
側
℃
は
課
税
に
よ
h
t
人
民
的
一
勤
勉
h
f
旋
刷
す
る
-
て
己
に
も
な
り
符
る
が
、
文
明
闘
で
は
F
U
L

ろ
課
税
を
加
減
し
、
勤
勢
を
非
勤
労
よ
ち
も
腕
訓
附
す
る
-
}
正
に
よ
り

τ前
者
を
刺
戟
す
る
の
可
能
性
が
大
い
(
猷
-

一一)
O

毛
し
て
従
来
行
は
れ
た
勤
労
所
得
に
到
し
て
財
成
所
得
を
童
相
附
す
る
方
法
に
依
り
て
は
、
勤
勢
所
得
山
み
を

有
ウ
者
正
、
財
産

4

肋
得
の
み
を
布
う
者
ご
凶
針
立
で
は
前
者
の
勤
勉
を
刺
戟
す
る
の
殺
梨
を
生
中
る
で
め
ら
う

が
、
財
産
所
得
ご
勤
努
所
得
正
を
併
せ
有
つ
者
に
封
L
Z
、
北
(
財
産
所
得
に
ウ
い
て
h
出
羽
恕
す
る
こ
正
が
出
家
内

に
付
、
此

ω如
一
号
者
に
於
け

ι勤
勉
を
刺
戟
す
る
力
が
剃
い
。
然
る
に
上
記
の
新
案
に
依
る
ど
き
に
は
・
此
の
如

草E

前面

助
勉
共
助
目
的
内
課
栓

部
二
十
四
谷

入

ーじ

部
五
腕

宜

-、.

e・4・e



議

言語官

勘
勉
奨
励
目
的
自
課
酷

第
二
十
四
巻

J、
J、

第
五
観

五

き
財
産
所
得
を
有
も
っ
、
勤
労
に
従
ふ
者
に
も
、
車
な
る
勤
勢
者
ご
同
慌
に
宥
恕
を
行
ふ
-
田
正
に
な
る
か
ら

L

τ 

田
平
な
る
勤
勢
者
が
一
屠
多
〈
勤
勉
す
る
こ
ご
に
刺
戟
さ
る
、
り
み
で
な
(
、
別
に
財
産
あ
る
も
、
又
某
が
大

財
産
で
ゐ
り
て
も
、
之
が
所
得
の
み
に
依
頗
せ
す
し
て
、
向
一
屠
勤
勉
努
力
し
て
行
か
う
ご
い
ふ
一
て
己
に
な
b
、

随
ふ
て
経
済
上
の
畿
謹
を
有
力
に
助
〈
る
こ
ご
、
な
h
得
る
。
又
財
産
所
得
者
が
別
に
勤
労
仁
従
事
す
る
限
b
に

於
て
は
、
共
財
産
所
得
ま
で
も
課
税
上
宥
恕
苫
る
、
か
ら
し
て
、
其

rり
仁
て
は
財
産
の
蓄
積
を
妨
げ
る
こ
さ
も

な
き
こ
正
が
出
来
る
。
そ
れ
か
ら
笹
業
者
ど
い
ふ
特
膳
の
階
級

ωも
の
は
、
夫
の
財
産
重
説
主
義
伊
ら
い
ふ
吉
、

財
産
者
ご
勤
勢
者
ご
の
巾
閥
扱
を
受
け
て
、
多
少
不
利
な
る
立
場
に
ゐ
る
ご
も
い
1

へ
る
が
、
此
案
に
依
る
課
税
に

て
は
、
む

L
ろ
純
然
た
る
勤
柚
賞
者
並
み
の
扱
を
受
け
る
こ
ご
が
出
縮
小
、
随
ム

τ措
置
同
業
者
ご
い
ム
経
済
上
有
震
な
る

人
々
の
活
動
が
一
層
多
〈
刺
戟
さ
晶
、
己
い
ふ
ニ
ョ
己
も
あ
る
。
そ
れ
か
ら
前
記
案
の
第
二
税
に
よ
h
τ
或
度
以
上

の
大
さ
の
相
縦
財
産
に
特
に
重
き
枕
率
を
適
用
す
る
こ
己
に
よ

b
τ
、
其
大
な
相
続
財
産
を
受
〈
る
者
に
、
動
も

す
れ
ば
錦
め
に
怠
慢
に
陥
ら
う
Z
V
ふ
に
つ
い
て
註
一
三
)
反
省
を
促
が
す
こ
ご
を
得
る
。
此
く
の
如
く
に
し

τ人

々
に
勤
勉
を
刺
戟
す
る
の
結
果
は
、
企
業
仙
川
崎
芳
働
の
集
約
ご
な
り
、
物
舗
の
下
落
を
生
じ
共
闘
産
業
の
輪
出
飽
カ

も
亦
増
大
す
る
噌
』
吉
、
な
る
で
あ
ら
う
。

(
註
-
ニ
)

り
ツ
テ
ユ
ル
は
、
無
我
山
勘
岨
に
位
る
捗
働
烈
鹿
山
噌
曲
、
と
い
ふ
こ
と
由
あ
り
神
ざ
る
今
日
白
艇
済
制
度
目
下
に
於
て
、
筒
人
目
慾
理

由
利
用
と
い
ふ
ζ

と
由
必
裂
が
絶
劃
て
あ
る
主
将
L
、
ロ
ピ
ン
ソ

y
は
、
租
枇
由
結
果
は
人
局
在
し
て
働
〈
こ
と
に
少
く
制
か
し
め
る
ζ

と
訟
な

-、

，"‘.， 



り
相
時
る
O

そ
し
て
其
は
枯
串
山
一
一
品
い
と
き
に
一
一
府
可
能
白
ゃ
う
だ
と
い
ふ
て
肘
品
。
却

(註

-
Z
)

ペ
ツ
タ
は
、
ホ
プ
ソ
シ
を
引
川
し
て
、
大
な
る
館
副
所
仰
の
存
在
日
和
、
共
牧
伴
者
を
し
て
、
忠
世
主
は
浪
費
比
一
山
を
錨
す
こ
と
を
得

L

め

X
は
之
に
語
ふ
こ
之
h

な
っ
て
、
生
産
自
世
界
か
ら

L
て
人
的
都
働
を
引
去
る
之
い
ふ
が
可
其
は
大
な
る
相
続
肘
庄
内
肱
刊
に
つ
い
て
も
時
る

山
山
知
所

!
i強
ゐ
て
之
が
弊
害
正
い
へ
ば
、
第
一
殺
に
て
、
勤
労
者
に
て
負
指
の
騒
い
だ
り
彼
等
を
し
て
怠
慢

に
流
れ
し
め
宇
や
さ
い
ム

4
Z
で
あ
る
。
如
何
に
も
此
が
全
〈
起
ら
ぬ
ピ
は
い
へ
な
い
I

O

特
に
下
級
の
劫
勢
者
に

は
此
が
多
少
は
起
る
ど
も
忠
は
る
、
が
(
誌
一
四
日
)
、
併
し
彼
等
ご

τ此
に
よ
り
て
会
(
無
税
ご
な
る
の
で
は
な
〈
、

本
枕
は
依
然
正
し
て
存
縦
し
、
唯
だ
追
加
税
が
課
せ
ら
れ
ぬ
ご
い
u

ふ
に
止
ま
る
か
ら
[
て
、
左
ま
で
彼
等
を
怠
慢

に
導
〈
正
い
ム
ニ
ご
が
起
ら
す
し
て
糖
み
得
る
で
あ
ら
'
フ
。
叉
第
二
枕
に
よ
h
て
、
被
相
納
入
の
心
視
に
大
財
産

を
残
す
こ
子
ゲ
】
馬
鹿
ら
し
古
戚
壱
し
め
て
其
生
挺
仁
於
り
る
努
力
を
鈍
ら
し
め
中
や
ご
も
思
は
る
も
が
、
此
ご
て

友
ま
で
の
事
で
あ
る
ま
い
ピ
レ
ふ
こ
正
は
‘
前
に
過
べ
た
所
の
如
し
で
あ
る
。

り
ツ
ナ
ユ
ル
は
、
賃
順
位
引
働
者
。
租
描
限
迫
に
劃
す
る
直
接
白
反
響
は
、
過
多
仕
事
か
又
は
消
費
削
叫
限
だ
と
い
ふ
が
咽
之
を
裏
か
ら
い

ふ
と
租
量
削
減
す
る
凶
齢
川
端
は
怠
値
か
浪
費
か
と
い
ム
ζ

止
に
な
る
。

(
睦
-
回
)

二
課
税
技
術
上

A
長
所
|
1
1
比
案
は
現
在
の
所
得
税
相
続
税
に
附
帯
し
て
行
は
る
、
も
の
に
か
ら
、
会
〈
新
し
き
税
を
作
る
の

正
は
異
b
、
大
し
た
技
術
上
の
困
難
な
〈
し
て
行
ひ
得
る
o

叉
多
少
の
困
難
が
ゐ
る
に
し
て
も
前
記
経
憐
政
策
上

の
円
的
に
重
き
を
置
〈
な
ら
ば
、
芸
大
な
理
想
の
錦
め
に
は
、
其
L
き
の
事
は
忍
び
得
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

言詣

諜

勤
勉
提
岡
目
的
自
課
税

第
二
十
四
巻

J、
丸

第
五
蹴

ヨ王
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論

難

勤
勉
奨
励
目
的
自
課
稔

第
二
十
四
省

λ
一二

O

錦
五
脱

ヨ王
凶

ぬ
{
註
一
五
)
。

(
陸
一
五
)

ゲ
ア
"
ヅ
ア
は
、
ノ
イ
マ
ン
に
従
ひ
、
立
法
者
百
背
人
へ
串
者
)
に
期
待
す
る
も
白
は
、
帯
人
計
原
則
上
の
根
舵
か
ら
L
て
一
定
。
原
則

一
万
目
的
自
お
品
目
閥
叫
す
る
こ
と
て
あ
る
。
」

44rhum船
出
、
仲
山

b
t
p
b山
一
払
払
仇
九
酔

mhh仏
跡

FT山
内
円
札
口
山

bhLιvwぐ
ト

る
。
間
相
曲
川
成
す
べ
き
H
的
を
、
明
広
に
於
て
求
む
る
ζ

と
が
奇
人
に
任
か
さ
れ
て
厨
る
。
一
世
人
は
誌
に
断
へ

f
柄
引
醐
す
〈
き
も
の
で
あ
る
と
い

ふ
て
居
る
。
が
其
極
り
で
あ
ワ
て
、
蹴
に
一
定
の
軍
船
な
る
日
的
ポ
定
ま
り
、
之
に
よ
り
て
地
慌
た
る
方
法
山
罰
さ
れ
た
る
以
l
は
、
質
隣
家
は

之
に
於
て
、
大
し
た
貨
行
上
の
故
障
が
な
い
と
認
め
た
な
ら
ば
之
を
行
ふ
べ
き
て
あ
り
、
之
あ
り
と
す
る
な
ら
ば
・
其
故
僻
山
古
〈
な
る
ま
で
持

ロ
・
へ
き
も
の
て
あ
る
3

併

L
足
、
批
陣
の
広
告
の
大
{
た
い
と
き
に
も
制
ほ
之
が
抑
行
を
臨
時
す
べ
き
で
は
な
〈
、
む
し
ろ
之
少
排
し
て
も
行
ふ

の
が
其
の
務
め
で
た
け
れ
ば
な
ら
由
。

同
一
知
所

l
l併
し
夫
の
裳
に
於

τ十
八
歳
正
か
六
十
議
ご
か
、

は
免
れ
ぬ
o

尤
も
此
は
助
組
の
事
物
に
は
避
(
ぺ
か
ら

F
る
こ
正
で
、 五

市
内
側
正
か
定
め
た

ωが
酬
明
阻
酬
に
じ
い
ふ
非
難

出
羽
恕

3
れ
得
る
こ
正
で
は
ゐ
品
。

今
日
我

岡

ω所
得
税
相
続
税
に
行
は
る
、
免
税
又
は
清
恕
内
標
準
仁
も
此
却
の
-
-
ご
が
般
に
行
は
れ
一
し
腐
る

ω
で
あ
っ

て
、
此
が
何
仁
も
事
新

L
V
ゃ
れ
り
方
で
は
む
い
o

経
常
的
の
勤
勢
的
職
業
ど
い
ふ

b
の
、
範
凶
が
多
少
不
明

r
r

の
非
難
も
起
ら
う
が
、

之
が
斜
め
に
殊
夏
ら
形
式
的
外
見
上

ω職
業
に
就
く
こ

t
、
な

b
は
せ
向
か
ご
の
心
配
も
ゐ
る
が
(
位
士
、

τ

此
も
列
来
的
に
明
不

L
t此
不
明
を
避
け
る
工
夫
を
す
る
よ

b
外
仕
方
が
な
い
。

夏
ら
に

其
1;1， 

或
皮
ま
で
は
巳
む
を
得
ぬ
こ
と
で
ゐ

h
、

併

L
叉
刑
合
的
制
裁
も
め
る
か
ら
、

左
ま
で
に
烈

L
い
辿
脱
は
起
る
ま

い
Z
思
ふ
。

(
匙
一
穴
}

プ
ア
イ
フ
ア
ー
は
、
凡
べ
て
の
職
謀
者
を
、
利
納
者
よ
り
も
低
い
庇
に
て
謀
拾
す
る
と
き
に
、
奇
人
目
少
(
と
も
川
内
H
A

よ
或
職
業
を
替

Gerloff， a. a. O. S・4623) 
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U
ζ

と
誌
な
る
で
あ
ら
う
と
法
怠
L
て
居
る
。

三
耽
品
目
政
策
上

A
短
所
|
|
此
案
に
謝
し
て
は
此
が
崎
労
働
者
の
如
〈
阪
に
相
常
長
時
間
働
い
て
居
る
も
の
に
一
一
府
長
〈
働
か

L

め

τ過
労
を
生
宇
る
よ
さ
な
き
ゃ
、
叉
あ
ま
ム
リ
仁
多
〈
人
が
仕
事
に
就
く
こ
正
、
な
る
が
鋳
め
に
他
面
に
失
業
を

多
〈

L
な
い
か

E

V
ふ
事
が
心
配
せ
ら
る
、
(
詰
一
七
)
O

(
註
-
七
)

前
山
匙
一

o、
一
一
事
問
。

B
長
所
|
|
成
程
い
ふ
所
の
如
き
心
配
が
全
〈
な
い

Z
は
い
へ
m
闘
が
、
併
し
北
案
は
夫
の
前
に
遁
べ
た
グ
Y

マ

1
9
ツ
ア
集
の
如
く
勢
働
者
に
一
時
聞
に
り
多
(
働
〈
二
ご
を
強
制
す
る
の
で
は
な
〈
、
会
〈
各
人
の
白
後
に
よ

り
て
多
少
勤
勉
の
皮
を
増
さ
し
む
る
も
の
に
過
ぎ
心
か
ら
し
て
、
之
が
銭
め
に
過
労
ご
い
ふ
こ
ど
に
な
る
の
心
配

は
大

L
て
恐
れ
る
に
及
ば
凶
己
思
ふ
。
従
来
拙
労
働
せ

5
b
し
も
の
、
帥
労
働
に
服
す
る
こ
ピ
少
か
り
し
者
を
し
て
一

屠
多
〈
働
か
し
む
る
を
得
る

rけ
で
ば
、
怠
悦
生
活
か
ら
し
て
勤
労
生
活
に
入
ら
し
む
る
も
の
で
ゐ
つ

τ、
英
は

む
し
ろ
過
小
労
か
ら
相
常
持
に
移
ら
し
む
る
の
利
が
ゐ
る
。
人
々
が
多
く
働
〈
一
』
ピ
に
な
る
錫
め
に
失
業
を
帯
主

十
や
ぜ
も
い
ふ
が
、
人
々
の
多
〈
働
〈
枇
品
目
で
は
、
然
ら
さ
る
蕗
に
比
し
て
生
産
費
割
安
己
な
り
、
物
同
慣
例
安
正

も
な
っ
一

τ、
競
守
上
有
利
ご
な
ち
内
外
に
成
量
販
路
を
有
も
得
る
か
ら
し
て
、
仕
事
は
陥
っ
て
叉
増
加
し
、
失
業

の
恐
は
な
き
こ

F
e得
る
で
も
ゐ
ら
う
。

議

自面

勤
勉
提
紬
目
的
。
諜
軸

第
二
十
四
巻

J、

第
五
掛

五
五
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論

叢

勤
勉
挺
細
目
的
白
謀
栂

第
二
十
四
巻

j¥‘ 

第
五
競

五
六

畑
一
般
会
盆
上
及
文
化
政
策
上

はい一知所
1
1此
案
は
結
局
、
有
閑
階
級
を
重
課
す
る
ニ
ピ
に
な
る
が
、
此
人
々
が
必
宇
し
も
無
柏
崎
徒
食
を
錯
す

ご
は
限
ら
守
し
て
、
業
自
由
な
る
地
位
を
利
用
し
て
、
自
ら
遊
楽
ご

L
て
皐
関
投
惑
の
奥
義
を
極
的
、
或
は
他
の

人
の
之
等
に
従
ふ
も
の
、
事
業
を
助
成
し
、
慈
善
其
他
の
別
公
益
事
業
じ
も
従
ふ
こ
芯
が
少
〈
な
い
{
説
一
八
三
夫
の

税
が
之
を
抑
座
す
る
こ
正
、
な
る
村
い
り
で
は
、
望
ま
し
か
ら
ぬ
も
の
Z
し
な
り
れ
ば
な
ら
ぬ
。

(盤

-
A
)
プ
ア
イ
ヲ
ア

1
首
、
多
{
由
利
植
者
出
無
朗
自
生
活
を
轡
む
と

L
て
も
、
恰
か
も
此
階
組
出

ι
L
て
、
其
樹
立
な
る
地
位
を
以
て
、
公

盤
に
役
立
ワ
こ
と
に
利
用
す
る
人
々
の
生
ず
る
こ
と
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
技
指
し
て
居
る
咽

)
 

何
長
所

|
l併
し
叉
共
反
掛
仁
、
彼
等
の
中
に
は
無
潟
徒
食

Lτ
、
民
衆
を
苦

L
め
、
少
〈
ぜ
も
民
衆
の
反
戚

を
刺
戟
し
・
而
も
別
に
文
化
的
進
歩
向
上
に
貢
献
す
る
こ
ど
な
き
も
の
が
少
C
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
前
掲
の
勅

の
み
炉
ら
し
て
、
此
税
案
を
批
判
す
る
こ
ご
を
得
な
い
o

且
つ
叉
、
人
が
特
に
勤
券
に
従
は
十
(
て
有
閑
生
活
を

迫
ふ
こ
ざ
自
身
が
、
人
を
具
の
事
踊
な
る
境
界
に
入
ら
し
め
守
し
て
却
っ
て
不
幸
な
る
境
界
に
置
〈
古
い
ふ
こ

t

も
あ
る
託
一
九
三
共
鮎
か
ら
し
て
も
犬
の
課
税
は
有
意
義
な
る
も
の
ご
い
は
な
り
れ
ば
な
ら
泊
。

(
健
一
九
)

ヲ
マ
イ
ヤ
は
、
生
産
ナ
る
と
と
な
{
し
て
泊
費

L
、
努
力
す
る
こ
と
ほ
〈
し
て
事
端
せ
ん
・
と
す
る
企
て
は
、
生
命
山
骨
量
を
減
9
L
且

つ
生
命
の
品
質
を
劣
創
出
な
ら
し
む
る
も
白
だ
と
い
ふ
が
、
貨
に
其
白
羽
り
で
あ
る
岨

伍
季
課
税
上

l
此
案
は
厳
格
に
い
ム
て
能
力
原
則
か
ら
見
れ
ば
、
不
孝
で
あ
る
。
所
霊
長

τ、
経
常

的
な
晶
勤
勢
的
職
業
に
就
い
て
居
る
か
ら
E
い
ふ
て
、
其
の
人
の
も
つ
大
な
財
産
所
得
に
も
宥
恕
し
た
h
、
相
績
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税
に

τ
一
定
大
百
以
上
の
相
頑
財
産
を
股
得
し
た
か
-
b
E
い
ふ

τ、
主
九
勤
に
け
で
特
に
重
〈
課
税
す
る
ご
い
ふ
の

は
、
能
力
原
則
の
み
か
ら
し
て
は
説
明
し
得
泊
。
け
れ
ど
も
此
税
案
が
前
に
も
い
ふ
通
り
、
経
協
同
政
策
目
的
に
出

で
た
特
別
蕗
世

rご
す
れ
ば
、
例
外
的
に
之
を
認
め
る

p

』
芭
は
出
来
る
。

状
財
政
牧
入
上
ー
ー
に
は
、
夫
の
特
別
制
度
が
め
ま
b
大
な
牧
入
を
生
じ
な
い

rら
う
ご
は
い
へ
る
が
、
併
L
何

程
か
特
別
の
牧
入
を
鷲
b
す
苦
い
ふ
H
h

り
の
事
は
め
る
。

最古

論

以
上
要
之
、
租
税
に
は
財
政
牧
入
目
的
内
外
に
日
常
盆
目
的
が
存
在
L
得
、
其
一
例
ご

L
て
此
に
勤
勉
奨
励
ご
い

自
ム
経
済
政
策
上
の
目
的
が
存
し
得
る
。
そ
し
て
此
目
的
は
今
日
の
時
勢
に
於

τは
重
大
な
る
使
命
を
も
つ
も
の
さ

す
べ
き
で
ゐ

h
、
従
来
行
は
れ
党
財
産
量
謀
不
勢
重
課
が
恰
か
も
此
目
的
に
も
廊
じ
た
所
で
は
あ
る
が
、
向
其
以

上
に
も
此
目
的
を
租
税
の
中
に
て
蓬
成
し
ゃ
う
正
す
る
仁
は
、
別
仁
工
夫
な
か
る
ぺ
か
ら
す
で
ゐ
っ
て
、

之
が
品
局

め
仁
此
迄
、
色
々
の
案
が
考
へ
も
れ
た
け
れ
Y
」
も
、
中
本
H
h

十
分
に
叉
自
社
日
却
に
其
要
求
を
質
現
し
得
な
い
v

の
で
あ

品
。
其
れ
で
私
は
、
設
に
、
之
が
矯
め
の
一
の
案
全
試
み
に
立
て
、
見
た
。
其

tτ
決
し
て
櫛
足
な
も
の
之
は
い

へ
な
か
ら
う
が
、
併
し
比
較
的
賞
行
容
易
で
ゐ
つ

τ、
或
皮
ま
で
夫
の
目
的
に
通
臆
し
た
も
の
Z
し
て
は
脱
め
る

こ
子
宮
得
品
。
質
際
家
の
参
考
ぜ
な
ら
ば
仕
合
せ
で
あ
る
。
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